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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ）   （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

 

第 九 章 雑 則 

最 終 改 正 ： 平 成 二 六 年 一 〇 月 二 一 日 総 務 省 令 第 八 一 号 

第 九 章 雑 則 

（ 適 用 除 外 ） 

第 二 百 十 四 条 法 第 百 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 放 送 は 、 次 に 掲 げ る も の と

す る 。 

一  電 波 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 開 設 に 免 許 を 要 し な い 無 線 局 を 用 い て 行 わ

れ る 放 送 

二  放 送 及 び そ の 受 信 の 技 術 の 発 達 の た め の 試 験 研 究 の 用 に 供 さ れ る 一 般

放 送 

三  臨 時 か つ 一 時 の 目 的 （ 一 箇 月 以 内 の 目 的 を い う 。 ） の た め に 行 わ れ る 一

般 放 送 

四  一 の 構 内 （ そ の 構 内 が 二 以 上 の 者 の 占 有 に 属 し て い る 場 合 に お い て は 、

同 一 の 者 の 占 有 に 属 す る 区 域 を い う 。 ） に お い て 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 

五  信 号 の み を 送 信 す る た め に 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送  

六  一 の 有 線 放 送 施 設 に 係 る 引 込 端 子 の 数 が 五 十 以 下 の 規 模 の 施 設 に よ り

行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 （ そ の 全 て が 同 時 再 放 送 又 は 共 同 聴 取 業 務 で あ る

も の そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限

る 。 ） 

七  公 衆 の 通 行 し 、 又 は 集 合 す る 場 所 に お い て 公 衆 に よ っ て 直 接 視 聴 又 は 聴

取 さ れ る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 

八  一 般 放 送 の 業 務 を 行 お う と す る 者 の 放 送 番 組 に 係 る 信 号 の 送 信 時 に 、 当

該 信 号 を 送 出 す る た め の 装 置 の 出 力 端 子 に お け る 一 の 放 送 番 組 に 係 る 信

号 の 伝 送 速 度 が 毎 秒 二 メ ガ ビ ッ ト （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 条 に 規

定 す る 情 報 源 符 号 化 方 式 を 用 い る 場 合 に あ っ て は 、 毎 秒 四 メ ガ ビ ッ ト 、

デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 六 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 情 報 源 符 号 化 方 式

を 用 い る 場 合 に あ っ て は 、 毎 秒 一 ・ 五 メ ガ ビ ッ ト ） 以 下 で あ る 有 線 一 般

放 送 （ 有 線 一 般 放 送 の 品 質 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 三

年 総 務 省 令 第 九 十 五 号 ） 第 二 章 第 二 節 か ら 第 四 節 ま で に 規 定 す る 放 送 方

式 に よ る 有 線 一 般 放 送 及 び ラ ジ オ 放 送 を 除 く 。 ） 

２  第 百 三 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 第 六 号 の 引 込 端 子 に つ い

て 準 用 す る 。 

（ 適 用 除 外 ） 

第 二 百 十 四 条 法 第 百 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 放 送 は 、 次 に 掲 げ る も の と

す る 。 

一  電 波 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 開 設 に 免 許 を 要 し な い 無 線 局 を 用 い て 行 わ

れ る 放 送 

二  放 送 及 び そ の 受 信 の 技 術 の 発 達 の た め の 試 験 研 究 の 用 に 供 さ れ る 一 般

放 送 

三  臨 時 か つ 一 時 の 目 的 （ 一 箇 月 以 内 の 目 的 を い う 。 ） の た め に 行 わ れ る 一

般 放 送 

四  一 の 構 内 （ そ の 構 内 が 二 以 上 の 者 の 占 有 に 属 し て い る 場 合 に お い て は 、

同 一 の 者 の 占 有 に 属 す る 区 域 を い う 。 ） に お い て 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 

五  信 号 の み を 送 信 す る た め に 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送  

六  一 の 有 線 放 送 施 設 に 係 る 引 込 端 子 の 数 が 五 十 以 下 の 規 模 の 施 設 に よ り

行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 （ そ の 全 て が 同 時 再 放 送 又 は 共 同 聴 取 業 務 で あ る

も の そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限

る 。 ） 

七  公 衆 の 通 行 し 、 又 は 集 合 す る 場 所 に お い て 公 衆 に よ つ て 直 接 視 聴 又 は 聴

取 さ れ る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ る 有 線 一 般 放 送 

八  一 般 放 送 の 業 務 を 行 お う と す る 者 の 放 送 番 組 に 係 る 信 号 の 送 信 時 に 、 当

該 信 号 を 送 出 す る た め の 装 置 の 出 力 端 子 に お け る 一 の 放 送 番 組 に 係 る 信

号 の 伝 送 速 度 が 毎 秒 二 メ ガ ビ ッ ト （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 条 に 規

定 す る 情 報 源 符 号 化 方 式 を 用 い る 場 合 に あ つ て は 、 毎 秒 四 メ ガ ビ ッ ト ）

以 下 で あ る 有 線 一 般 放 送 （ 有 線 一 般 放 送 の 品 質 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め

る 省 令 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 九 十 五 号 ） 第 二 章 第 二 節 か ら 第 四 節 ま

で に 規 定 す る 放 送 方 式 に よ る 有 線 一 般 放 送 及 び ラ ジ オ 放 送 を 除 く 。 ） 

 

 

 

 

別 添 １ 



二  

 

２  第 百 三 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 第 六 号 の 引 込 端 子 に つ い

て 準 用 す る 。 
  

 


